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検討の方向性について
 これまでの荷主判断基準ワーキンググループでは、燃料法・燃費法の導入は拡大しておらず、トン
キロ法を多く用いている実態等を確認。「算定方法の精緻化」によるトンキロ法の見直しや、クラ
ス分け制度の導入等による「特定荷主の省エネ取組の評価」といった方策について事務局案を提
示した。

 審議にあたり事業者の現状を把握し、実効性ある方策を審議するため、事務局案について関係
団体へヒアリングを実施した。

 本日は、検討の方向性について、これまでの審議やヒアリングを踏まえて、御議論いただきたい。

１．エネルギー使用量の算定の精緻化
（１）改良トンキロ法の見なし積載率の適正化
（２）改良トンキロ法による貨物自動車燃費の評価
（３）燃費法の見なし燃費の適正化
（４）トンキロ法による船舶の評価
（５）エネルギー使用量算定ツールの開発

2．特定荷主の取組の評価と省エネ取組の促進
（１）ベンチマーク制度の検討

（２）クラス分け制度の導入



参考︓「算定方法の精緻化」に関する主な意見（ヒアリング・資料より）第５回まで
【委員】
 カーボンニュートラルに向けて、精度の高いデータを把握し、省エネを進めることが求められている。算定方法の見
直しの方向性は、状況に沿っている。

 コストや手間についての意見を踏まえるとトンキロ法の精緻化は合理的。
 事務が膨大という意見が多く見られた。負荷を如何に減らせるかが重要な点になる。
 集計のための負荷を下げつつ、精度を高めることが必要。輸送コスト分析と同じデータ取得の枠組みのなかで、
CO2を評価できるようなことが望ましいのではないか。

 燃料法に変えていくことのインセンティブ、貨物輸送事業者にデータ提供のインセンティブが必要ではないか。
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【オブザーバー】
 トンキロ法では、燃費向上の取り組みが評価しにくい、算定方法の見直しは賛成。見なし積載率を実態を踏まえ

て適正化することは有効。
 トンキロ法の見直しで、燃費が事業者毎に異なるとデータ集計が複雑になるのではないか。算定に必要な、データ
ベースの整備してほしい。

 燃料データはあるが、運行回数が非常に膨大ということで、解析が難しい。
 手間やコストを上回るメリットがお互い感じられない。
 物流事業者の業務負荷を懸念、データ提供に係る工数の削減が必要。物流事業者にも下請け構造がある。
 混載利用の場合、輸送事業者から距離、物量で按分した正確な情報を入手することが難しい。
 貨物輸送事業者が情報を提供しようと思っていただける措置が重要ではないか。



参考︓「省エネ取組の評価」に関する主な意見（ヒアリング・資料より）第５回まで
【委員】
 １％改善が難しくなっている中で、ベンチマークの設定はご賛同いただいていたところが多い。ただし、公平に評
価可能な指標の設定について意見が見られたのではないか。

 段階を踏んで試行的に実施し、検証することを前提としてはどうか。クラス分けの指標にベンチマークを入れるのは
後にしてはどうか。
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【オブザーバー】
 ベンチマークの設定、年平均１％以上の低減に縛られない評価体系を検討することには賛成。
 集計方法、品目や業種等の違いから、べンチマークによる評価は難しいのではなかろうか。
 業種別よりも、貨物の形状、性質ごとベンチマークが導入するのも新しい方向ではないか。
 実際に指標が機能するのか、検証しながら進めることが必要ではないか。
 貨物毎に評価できる仕組みがあれば、荷主と貨物輸送事業者が、１つの目標に向かって協力できるのではない

か。
 さまざまな事情の下、省エネに取り組んでいるところ。取り組み得る余地にも差があるのが実態、公平性を担保で
きるのか。

 クラス分け制度を導入することで、省エネ促進が期待されるが、公平性を担保することができるのか疑問。
 Ｓクラスもいずれ、やり尽くし感が出る、その先を考えた設計が必要。
 優良業界に対してはインセンティブがほしい。



１．エネルギー使用量の算定の精緻化

（１）改良トンキロ法の見なし積載率の適正化
（２）改良トンキロ法による貨物自動車燃費の評価
（３）燃費法の見なし燃費の適正化
（４）トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価
（５）エネルギー使用量算定ツールの開発

2．特定荷主の取組の評価と省エネ取組の促進

（１）ベンチマーク制度の検討
（２）クラス分け制度の導入
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１（１）見なし積載率の適正化➀ 統計と定期報告
 定期報告は、一定の貨物輸送を集計した値を提出する。このため、事業者毎の加重平均値の分

布を示したもの。統計は、貨物の積み卸し毎の

5出所 2019年度の定期報告書（付表３）、国土交通省所管の自動車輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利用して省エネルギー課にて独自に集計を行ったもの

 省エネ法の定期報告から集計した積載率は、見なし積載率の適正化に用いるには以下の課題がある。

 このため、見なし積載率の適正化については前回と同様に自動車輸送統計のデータを用いることとする。

➀改良トンキロ法で提出した事業者の積載率データのみを抽出している。
②見なし積載率を用いている事業者が２割程度含まれていると考えられる。
③事業者が任意に設定した貨物輸送区間毎の加重平均値となっている

最大積載量別の積載率（2019年）
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１（１）見なし積載率の適正化② 見なし積載率の適性化
 見なし積載率は以下のように算出することとする。

見なし積載率 ＝ － ×自動車輸送統計
平均値

省エネ法定期報告
標準偏差

自動車輸送統計
平均値

省エネ法定期報告
平均値

① 「自動車輸送統計の平均値」から、「省エネ法定期報告
のばらつき（変動係数）」と「自動車輸送統計の平均
値」の積を差し引いた値を「見なし積載率」としてはどうか。

②見なし積載率の設定

① 「自動車輸送統計における最大積載量別の積載率の平均値」に、「省エネ法の特定事業者による定期
報告の積載率のばらつき」を考慮する。

② 省エネ法の現行の改良トンキロ法の見なし積載値は、最大積載量の増加に応じて積載率が高まるように
調整している。今回も同様に、最大積載量の大きい区分が小さい区分の積載率を下回らないようにする。
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１（１）見なし積載率の適正化③ 見なし積載率の適性化

出所 省エネ法定期報告、国土交通省所管の自動車輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利用して省エネルギー課にて独自に集計を行ったもの

事業用 自家用 事業用 自家用 事業用 自家用 事業用 自家用 事業用 自家用

500kg未満 41% 38% 16% 43% 37% 16% 17%

500kg以上1,500kg未満 32% 41% 19% 32% 21% 19% 12%

1,500kg以上 29% 15% 52% 24% 55% 39% 42% 32% 20% 20%

1,000kg未満 19% 36% 10% 38% 18% 46% 46% 23% 33%

1,000kg以上2,000kg未満 25% 42% 17% 41% 23% 51% 44% 20% 26%

2,000kg以上4,000kg未満 34% 23% 58% 39% 49% 36% 60% 57% 18% 20%

4,000kg以上6,000kg未満 29% 54% 39% 66% 65% 20% 16%

6,000kg以上8,000kg未満 30% 52% 42% 67% 69% 19% 20%

8,000kg以上1,0000kg未満 73% 56% 70% 69% 16% 14%

1,0000kg以上12,000kg未満 68% 56% 72% 68% 19% 18%

12,000kg以上17,000kg未満 61% 47% 75% 71% 18% 19%

24%

38%

燃料 最大積載量

見なし積載率 自動車輸送統計
統計（2019）

省エネ法定期報告
（2019）

改正案 現行 平均値 平均値 標準偏差

62% 49%

揮発油
10% 10%

軽油

10%

57% 44%



１．エネルギー使用量の算定の精緻化

（１）改良トンキロ法の見なし積載率の適正化
（２）改良トンキロ法による貨物自動車燃費の評価
（３）燃費法の見なし燃費の適正化
（４）トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価
（５）エネルギー使用量算定ツールの開発

2．特定荷主の取組の評価と省エネ取組の促進

（１）ベンチマーク制度の検討
（２）クラス分け制度の導入

8



9

１（２）改良トンキロ法及び燃費法の課題（燃費向上の評価）
 貨物自動車の燃費は年々向上しており、平均すると年率1.1％向上している。2025年度の重量

車の燃費基準値は2019年度の燃費値より9.2％程度の向上を見込んでいる。
 改良トンキロ法を選択した場合、又は見なし燃費値を使った燃費法を選択した場合には、燃費向

上は評価できない。

※ 年度別の貨物自動車平均燃費のトレンドから推計した2002年度の貨物自動車平均燃費
出所 経済産業省及び国土交通省に報告された貨物自動車のエネルギー消費効率並びに自動車の燃費基準値を出荷台数で加重調和平均した値から作成

(km/L)

2025年度
基準値

2015年度
基準値(7.10)年率1.1％で

燃費が改善
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１（２）重量区分別燃費改善の状況

出所 経済産業省及び国土交通省に報告された貨物自動車のエネルギー消費効率から作成

最大で
約10%の差

 車両総重量区分毎に貨物自動車の燃費改善率に差がある。
 改良トンキロ法の見直しにあたっては、燃費改善率の差を考慮した設定が必要。
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１（２）燃費基準の達成を考慮した改良トンキロ法の見直し
 省エネ法トップランナー制度の燃費基準を達成した車両を採用した場合、燃費改善を考慮した
燃料使用原単位を利用できるよう、改良トンキロ法の見直し行う。

 しかしながら、改良トンキロ法は自動車輸送統計を回帰分析することによって得られた方法であり、
その後自動車輸送統計の内容に変更があったため、同様の方法で再検討することは困難である。

 このため、貨物自動車のカタログ燃費※の向上トレンドを活用して、改良トンキロ法の見直しを行
う。

年度基準に対応した燃費改善係数ݔ︓௫ܣ
→ 燃費基準を達成した車両の燃費改善効果
に相当
︓௫ܤ 年度基準に対応した最大積載量係数ݔ
→ 車両重量区分毎の燃費向上率のばらつき
を補正

改良トンキロ法見直しイメージ

15.03ーܣ௫
^0.654ーܤ௫

※「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成１６年国土交通省告示第６１号）」に基づく自動車の燃費

① カタログ燃費のトレ
ンドから改良トンキロ
法策定時（2002年
度）のカタログ燃費
を推計

② 2002年度のカタロ
グ燃費の推計から燃
費基準値（ݔ年度）
までの改善率を算出

③ 改良トンキロ法から
算出した2002年度
走行燃費に、改善率
を乗じてݔ年度におけ
る実走行燃費を推計

④ 年度における最大ݔ
積載量毎の実走行燃
費を推計し単位換算
後を重回帰分析
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参考︓改良トンキロ法の見直し 検討プロセス➀

年度

① カタログ燃費のトレンドか
ら改良トンキロ法策定時
（2002年度）のカタログ
燃費を推計

② 2002年度のカタログ燃
費の推計値から燃費基準
値（2015年度）までの改
善率を推計

③ 改良トンキロ法から算出し
た2002年度走行燃費に、改
善率を乗じて2015年度にお
ける実走行燃費を推計

④

20072002 2015

最大積載量 Z トン、積載率 Y %のディーゼル貨物自動車の燃費
（検討プロセスのイメージ）

●︓改良トンキロ法から算出した2002年度実走行燃費

●︓カタログ燃費
●︓燃費基準値（2015年度）

●︓2015年度における走行燃費を算出

➀トレンドから
2002年度カタログ燃費を推計

2019

燃
費

km
/L

カタログ燃費のデータが存在しない

③2015年度実走行燃費（推計）

（次頁）

燃費基準値（2015年度）

2002年度実走行燃費
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ディーゼル貨物自動車（積載率 45%)の
トンキロあたりの燃料使用量

参考︓改良トンキロ法の見直し 検討プロセス②

① ② ③

④ 2015年度における最大積
載量毎の走行燃費を算出し、
km/LからL/t・kmへ単位換
算し、重回帰分析を実施

約12％改善

軽油 ࢞‐15.03 ࢞‐0.654

2015年度
燃費基準
達成車

14.01 0.658

14.01

0.658

 2015年度燃費基準値を達成した車両を用いたこと
が確認できた場合は、以下の改良トンキロ法の式を
用いることができる。



１（２）燃費基準を考慮した改良トンキロ法（ディーゼル貨物自動車）

図 2015,2022,2025年度
ディーゼル貨物自動車の基準値とその回帰式

ディーゼル貨物自動車の改良トンキロ法
15.03ーܣ௫

^0.654ーܤ௫

軽油 ࢞‐15.03 ࢞‐0.654
対象外
最大積載量

現行値に対する
平均向上率

2015年度
燃費基準
達成車

14.01 0.658 なし １２％向上

2025年度
燃費基準
達成車

8.83 0.623 1t未満 ３０%向上

〇 主に車両総重量が3.5t超のディーゼル貨物自動車

軽油 ࢞‐15.03 ࢞‐0.654
対象外
最大積載量

現行値に対する
平均向上率

2022年度
燃費基準
達成車

10.83 0.654 2t以上 ３９％向上

〇 車両総重量が3.5t未満のディーゼル貨物自動車

トン
キ
ロあ

た
りの

燃
料
使
用
量

L/
t・
km
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１（２）燃費基準を考慮した改良トンキロ法（ガソリン貨物自動車）

図 2015,2022年度揮発油貨物自動車
の基準値とその回帰式ガソリン貨物自動車の改良トンキロ法

14.44ーܣ௫

^0.648ーܤ௫^0.927

揮発油 ࢞‐14.44 ࢞‐0.648
対象外

最大積載量
現行値に対する
平均向上率

2015年度
燃費基準
達成車

6.22 0.565 なし 32％向上

2022年度
燃費基準
達成車

6.97 0.612 なし 62％向上

〇 ガソリン貨物自動車

トン
キ
ロあ

た
りの

燃
料
使
用
量

L/
t・
km
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 各燃費基準に対応する改良トンキロ法の係数等について、以下の表のとおり。
– 事業者が燃費基準値を達成した車両を用いたことが確認できた場合、改良トンキロ法の式に、達成している基準に応じた算
定式を用いることができる。

– 燃費基準の達成が確認できない場合は、効率向上が確認できないため現行の算定式を用いる。

１（２）燃費基準を考慮した改良トンキロ法（まとめ）

改良トンキロ法の算定式

A

^B^Ｓ

S︓揮発油の場合0.927、軽油の場合0.812

A B A B A B A B

揮発油 すべて 14.44 0.648 6.23 0.565 6.96 0.612

1t未満
1t以上2t未満
2t以上17t未満

2022年度基準

15.03 0.654 14.01 0.623
なし

軽油

燃料 最大積載量

燃費基準未確認
（現行）

燃費基準区分

2025年度基準

なし

0.658 10.83 0.654
なし

8.83

2015年度基準
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１（２）燃費基準の達成の判定について①

国土交通省 自動車燃費一覧︓ https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000002.html

 燃費基準達成ステッカー（現在は2015年度基準のみ）や自動車メーカーのHPから
も判定が可能。

燃費基準達成ステッカーを利用した場合

車両の後面ガラス等に貼付されているものを確認する。
（貼付されていないものもある。）

（中略）

自動車メーカーのHPから確認する場合
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１（２）燃費基準の達成の判定について②
 自動車燃費一覧からも判定が可能。

使用しているトラック等の型式と
一致しているものを検索

100を超えれば
基準達成

自動車燃費一覧から確認する場合

（中略） （中略） （中略）



１．エネルギー使用量の算定の精緻化

（１）改良トンキロ法の見なし積載率の適正化
（２）改良トンキロ法による貨物自動車燃費の評価
（３）燃費法の見なし燃費の適正化
（４）トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価
（５）エネルギー使用量算定ツールの開発

2．特定荷主の取組の評価と省エネ取組の促進

（１）ベンチマーク制度の検討
（２）クラス分け制度の導入

19



20

１（３）見なし燃費の適正化①

 改良トンキロ法に自動車輸送統計の平均積載率を用いて、見なし燃費を設定する。

〇 改良トンキロ法から見なし燃費を算出

見なし燃費[݇݉/ℓ]

ݔ/1＝ [ݐ] (平均積載率×最大積載量)÷[ℓ/݉݇・ݐ]

平均
積載率
％

最大積載量2000kg以上4000kg未満
のディーゼル貨物自動車を対象とした見なし燃費

トンキロあたりの燃料使用量 ሺ単位︓ℓ/ݐ・݇݉)の逆数を輸送
量(積載率×最大積載量、単位︓ݐ) で割ることで見なし燃費
を算出。

ݔ

︓事業用 ︓自家用
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１（３）見なし燃費の適正化②_見なし燃費一覧
 燃費基準の達成を考慮した改良トンキロ法を用いて、燃費基準毎の見なし燃費値を導出。

– 燃費基準の達成が確認できない場合は平均積載率の見直して導出した「燃費基準未達成等」の燃費値を用いる。

燃
料

最大積載量
事業用 自家用

燃費基準
未達成等

2015年度
基準

2022年度
基準

2025年度
基準

燃費基準
未達成等

2015年度
基準

2022年度
基準

2025年度
基準

揮
発
油

0.5t未満 9.45 13.47 15.89 10.09 14.37 16.96

0.5t以上1.5t未満 6.50 8.48 10.51 6.86 8.96 11.11 

1.5t以上 5.51 6.96 8.79 5.65 7.13 9.01 

軽
油

1t未満 9.28 10.20 12.91 10.65 11.71 14.8 

1t以上2t未満 6.26 6.92 8.71 8.48 6.98 7.70 9.70 9.45 

2t以上4t未満 4.77 5.28 6.32 5.06 5.61 6.71 

4t以上6t未満 3.93 4.36 5.12 4.17 4.63 5.44 

6t以上8t未満 3.51 3.90 4.53 3.66 4.06 4.72 

8t以上10t未満 3.02 3.36 3.87 3.18 3.54 4.08 

10t以上12t未満 2.86 3.18 3.64 2.97 3.31 3.78 

12t以上17t未満 2.65 2.96 3.35 2.79 3.11 3.52 

表 貨物自動車の見なし燃費値 単位： km/L



１．エネルギー使用量の算定の精緻化

（１）改良トンキロ法の見なし積載率の適正化
（２）改良トンキロ法による貨物自動車燃費の評価
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（４）トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価
（５）エネルギー使用量算定ツールの開発

2．特定荷主の取組の評価と省エネ取組の促進

（１）ベンチマーク制度の検討
（２）クラス分け制度の導入
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0.555 0.553
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0.498 

0.470 
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0.4

0.45

0.5
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0.6

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
原
単
位

M
J/
t・
km

1990年～2010年に建造された船舶の船種毎の
平均的な燃費と比べた改善率

▲５% ▲10% ▲15% ▲20%

0%以下 0%～
5％未満

5%以上
10％未満

10%以上
15%未満

15%以上
20%未満

20%以上

EEDI 評価無し

代替手法 評価無し

暫定運用手法 評価無し

改善率

計算方法※2
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１（４）トンキロ法による船舶のエネルギー消費性能の評価
 国土交通省が実施している内航船省エネルギー格付制度※１において★２～５（改善率の区分）を取
得した船舶を使用した場合、省エネ法の定期報告にてその性能に応じたエネルギー使用原単位を
用いる※２ことが可能。

 なお、★１や格付の判定ができない等の船舶は、格付制度の基準となる2010年度の内航船舶
輸送統計※３から算出した原単位を使用。

ロゴマーク

（※１）内航船省エネルギー格付制度︓https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk7_000021.html
（※２）新たなエネルギー使用原単位の適用は、EEDI及び代替手法により評価を受けた船舶に限る。
（※３）内航船舶輸送統計︓ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600340&tstat=000001018595
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１（５）荷主ｰ輸送事業者間のデータ交換に関するガイドライン
 平成17年の省エネ法の改正において輸送に係る措置として輸送事業者や荷主が新たに規制の対象になった。

 データ交換フォームは、荷主と貨物輸送事業者の双方が、法改正の趣旨に沿った取組を進める上で、発展的な
協力関係を構築することを意図して、経済産業省と国土交通省が例示として提供した。
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荷送側

荷受側
輸送事業者

荷主輸送事業者荷主

・
・
・

②配送先が複数①データの授受

荷主ア

荷主イ

荷主ウ

③混載の貨物情報

荷主ア

荷主イ

荷主ウ

Ａ Ｃ
Ｂ Ｄ

Ａ Ｄ
距離・重量・積卸し等々 元請け荷主 下請け

１次受託者

④輸送事業者の下請け構造

実輸送事業者

２次以降受託者

 開発するツールは、以下の課題の解決を目指す。

１（５）荷主ｰ輸送事業者間の情報連携に関する課題

膨大なデータの集計
輸送事業者

こみ入った情報伝達経路

輸送事業者

荷主別の情報提供

データの処理の取決め



省エネ法・温対法・フロン法
電子報告システム

EEGS（イーグス）
支援
ツール

算定や報告のツールのイメージ

１（５）エネルギー使用量算定ツールの開発
 以下を可能とするツールを開発する。

経済産業局荷主輸送事業者

自動集計

様式様式様式

① 算定方法の見直し等を踏まえた共通の様式を設ける。

② 共通様式を省エネ法の定期報告の様式（付表１から３）に合わせて、輸送ID（経路等）別に自動集計。

③ 省エネ法の定期報告作成ツール及びオンライン提出システム（EEGS）へ集計結果の取り込み機能。

27

様式様式様式

下請けも含め
共通様式に入力

集計データを定期報告
付表1から３への取込
み機能、オンライン提出

複数の貨物輸送事業者からのデー
タを、燃料使用量（CO2排出量）
や識別ID等の情報を定期報告様
式（付表）に合わせて自動集計

省エネ法
定期報告

➀ ② ③
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２（１）ベンチマーク制度の検討➀
 ベンチマーク制度とは、原単位目標（５年度間平均エネルギー消費原単位の年１％改善）とは

別に、目指すべきエネルギー消費効率の水準（ベンチマーク目標）を業種別に定めて達成を求
めるもの。

 後述するクラス分け制度において、ベンチマーク目標達成事業者は、原単位１%以上の低減を
達成していなくてもＳクラス（優良事業者）へ位置付けられる

 今回、積載率に関するベンチマークを設定することを検討するが、ベンチマーク制度の導入には、ベ
ンチマーク指標と目指すべき高い水準（目標）の検討が必要。

出所：「令和元年度の工場等判断基準ワーキンググループ（工場WG）の中間とりまとめ」より作成
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２（１）ベンチマーク制度の検討② 積載率に影響を与える因子の例
 輸送する品目によって積載率（距離による加重平均値）の値は異なる。

品目別の平均積載率（距離による加重平均値）

積
載
率

出所 国土交通省所管の自動車輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利用して省エネルギー課にて独自に集計を行ったもの
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２（１）ベンチマーク制度の検討③ 積載率に影響を与える因子の例

 輸送する走行距離や貨物１件あたりの重量（流動ロット）が増えると積載率は高まる傾向がある。

走行距離別の積載率

出所 国土交通省所管の自動車輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利用して省エネルギー課にて独自に集計を行ったもの

積
載
率

流動ロット（※）別の積載率

※ 流動ロット：貨物１件あたりの重量
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２（１）ベンチマーク制度の検討④ 積載率に影響を与える因子の例

 貨物自動車の最大積載量に応じて積載率が高まる傾向がある。運送の用途によっても積載率は異
なる。

出所 国土交通省所管の自動車輸送統計（2019年度分）の調査票情報を利用して省エネルギー
課にて独自に集計を行ったもの場合。

積
載
率

最大積載量別の積載率 用途別の積載率

一般貨物用 複数の荷主の貨物を運送している場合。

特別積合せ貨物用 集荷された貨物の仕分けをし、積み合わせて他の事
業所との間を定期的に運送している場合。

特定荷主専属用 ひとつの会社の専属として貨物を運送している場合。

集配用 複数の荷主の貨物を運送し、かつ一回の運行中に
配達と集荷を行っている場合。

その他 上記のどれにも当てはまらない場合。
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２（１）ベンチマーク制度の検討⑤ 積載率に影響を与える因子の分析

 積載率について、影響を与える因子（輸送品目、最大積載量、輸送距離、ロット、運送用途）を
説明変数として重回帰分析を行うことにより、多様な条件の違いを踏まえたベンチマーク指標を検討
することが可能。

 当該指標について、約１～２割の事業者のみが満たす水準をベンチマーク目標として設定していく
ことにしてはどうか。

積載率 運送用途ロット輸送距離貨物自動車の
最大積載量品目 ・ ・ ・ ・=

重回帰分析の結果を踏まえた指標のイメージ

f



参考 工場規制のベンチマーク指標の例（ホテル業）①
 ホテル業のベンチマークは、客室面積、人数等を踏まえたものになっている。
 以下の式により算定するエネルギー使用量に対する比率をベンチマーク指標とし、ベンチマーク目標

は0.723以下としている。

ベンチマーク目標 ベンチマーク指標
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0.723 以下
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参考 工場規制のベンチマーク指標の例（ホテル業）②
 ホテル業のベンチマークを設定するに当たっては、ホテルで使用するエネルギーについて、規模要因、

サービス要因、稼働要因の各要素の重回帰分析を実施した。

出所：2016年11月7日 工場等判断基準ワーキンググループ
資料4‐2 ホテル業界における省エネベンチマークの策定について（一般社団法人日本ホテル協会説明資料）
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２（１）ベンチマーク制度の検討⑥ 原単位（業種全体）
 エネルギー使用原単位（物流量トンキロ当たりのエネルギー使用量）は、業種ごとに異なる。また、荷主制度にお

いては、エネルギー使用量は、燃料法、燃費法、トンキロ法の各値が混在している。
 今後、エネルギー使用原単位のベンチマークを設定する場合には、業種毎の取り扱う貨物の性質

や算定方法の違いを踏まえながら検討することが必要。

出所 定期報告書（第２表）
※ 原単位分母トンキロの事業者について業種別に集計（2014から2019年度まで連続して報告した事業者の2019年度の値）

業種別の原単位の平均値

小売業 10 70.7
食料品製造業 42 44.1

パルプ・紙・紙加工品製造業 18 39.9
輸送用機械器具製造業 21 36.2
飲料・たばこ・飼料製造業 17 35.0

卸売業 44 34.2
窯業・土石製品製造業 36 33.1

化学工業 66 30.9
鉄鋼業 41 24.3

石油製品・石炭製品製造業 5 19.8

業種（N数） ｷﾛﾘｯﾄﾙ／百万ﾄﾝｷﾛ
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２（２）クラス分け制度の導入➀
 原単位目標（５年度間平均エネルギー消費原単位の年１％改善）を評価し、S、A、Bにクラ

ス分け。
 クラス分け評価制度において、原単位１%以上の低減を達成していなくても、ベンチマーク目標
達成事業者はＳクラス（優良事業者）へ位置付けられる。

Ａクラス
一般的な事業者

Ｓクラス
省エネが優良な事業者

Ｂクラス
省エネが停滞している事業者

Ｃクラス
注意を要する事業者

【水準】
Ｂクラスよりは省エネ水準は
高いが、Ｓクラスの水準には
達しない事業者

【対応】
特段なし。

【水準】
①努力目標達成
または、
②ベンチマーク目標達成

【対応】
優良事業者として、経産省
ＨＰで事業者名や連続達
成年数を表示。

【水準】
Ｂクラスの事業者の中で特に
判断基準遵守状況が不十分

【対応】
省エネ法第６条に基づく指導
を実施。

※1

※2

【水準】
①努力目標未達成かつ直近2

年連続で原単位が対前年度
比増加

または、
②5年間平均原単位が5％超

増加

【対応】
注意喚起文書を送付し、現地
調査等を重点的に実施。

※1

※1 努力目標︓5年間平均原単位を年1%以上低減すること。
※2  ベンチマーク目標︓ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準。

ただし、ベンチマーク対象範囲のエネルギー使用量が事業者全体のエネルギー使用量の過半となる場合に限る。

事業者クラス分け評価制度
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２（２）クラス分け制度の導入②（導入スケジュールの例）
 算定方法の見直し、算定ツールの提供、ベンチマーク指標の検討等の進捗を踏まえながら、段階

的にクラス分け制度を導入する。

2021年度

2022年度

2023年度

2024年度

 改良トンキロ法等、算定方法の見直し
 算定ツールの試験的提供

 算定ツールの改善、仕様の検討、開発
 ベンチマーク指標・目標の検討、設定
 従来どおりの定期報告（６月末報告期限）

 クラス分け実施

 ベンチマークを踏まえたクラス分け

 算定方法の見直しを踏まえた定期報告
（６月末報告期限）

 ベンチマーク制度を踏まえた定期報告
（６月末報告期限）


